
電気料金改定の概要

平成１８年２月
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当社は，このたび，昨年１０月に「原子力発電における使用済燃料の

再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律」が施行され

たことを契機に，これまでの経営効率化の成果および今後の効率化の

成果も織り込み（※），本年４月１日より，電気料金の値下げを実施す

ることといたしました。

※今回の値下げでは，３００億円程度の効率化を織り込み。

新料金の平均単価および値下げ率は次のとお

りです。

（注）・消費税等相当額は含みません。
・自由化の対象である特定規模需要は含みません。

○ 新料金への切替え
平成１８年４月分については，平成１８年３月３１日までの旧料金と平成１８年４月１日からの

新料金により，それぞれの使用日数に応じて，日割計算します。
（注１） 旧料金とは平成１７年１月１日実施の電気供給約款に基づき算定した料金をいい，平成１８年４月～６月分の燃

料費調整額を含みます。
（注２） 長期ご不在など特別の事情がある場合は，最寄りの営業所にご相談ください。

（注）・契約電流３０A，月間使用電力量３００kWhのモデル。消費税等相当額を
含みます。
・旧料金とは，平成１７年１月１日実施の電気供給約款に基づき算定し
た料金をいい，平成１８年４月～６月分の燃料費調整額（０．５７円/kWh）
を含みます。
・平成１４年以降の料金には，口座振替割引を含みます。

平成１８年４月から電気料金を値下げします

平均単価および値下げ率
ご家庭の料金は平成７年より
約２０％お得になりました

新料金平均単価 平均値下げ率

電 灯 計 １９円３４銭 ▲３．８７％

電 力 計 ２０円４４銭 ▲３．０２％

電灯・電力計 １９円５４銭 ▲３．７１％
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借入金返済 新規投資・出資 安定配当

経営効率化によって得られる資金
（フリーキャッシュフロー）

料金値下げ

当社は，徹底した効率化・コスト削減などによって得られるフリーキャッシュフローを，価格競

争力強化のための料金値下げや，財務体質改善につながる有利子負債の削減，収益力強化を目的と

した新規事業投資などに充当し，企業価値の向上を目指しています。

効率化計画（平成１７～２１年度）

設備投資

計画全般にわたる効率化により，

設備投資額を年平均１，９００億円と

します。

修繕費・
諸経費

設備保全の効率化・高度化および

業務全般にわたる効率化・簡素化

により，修繕費・諸経費を年平均

３，０００億円とします。

業務運営
・人員

ＩＴを活用した業務プロセス改革

など，業務運営の更なる効率化に

努め，人員のスリム化を図ります。

設備運用

安全確保を大前提に，原子力利用

率の高水準維持や火力発電所の総

合熱効率の維持・向上などに努め

ます。

資機材・
燃料調達

発注方式の多様化や購買原価企画

活動の推進などにより，資機材調

達コストの低減を図ります。

安定調達を確保しつつ，燃料調達

コストの低減および安定化を図り

ます。

これからも「お客さま第一」の経営に努めます

― ２ ―
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○ 平成１７年１０月１日に「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び

管理に関する法律」が施行されました。この法律により，従来の再処理費用に加え再処理施設の

廃止措置に関わる費用等につきましても電気料金を通じてお客さまにご負担いただくこととなり

ました。

但し，今回の制度変更の内容に基づき算定の見直しを行った結果，お客さまにご負担いただく

料金は，新たに発生した費用を織り込んでも，現行より若干程度低減いたします。

バックエンド事業……原子力発電に使用された原子燃料（使用済燃料）の処理・処分，

再処理関連施設の解体・処分を行う事業（図の点線部分）

○ なお，今回の制度変更に伴い発生した新たな費用のうち，過去の発電に相当する部分（既発電

分：平成１６年度末まで）につきましては，受益者負担の観点から，一般電気事業者（電力会社）

から電気を購入されているお客さまのみならず，特定規模電気事業者から電気を購入されている

お客さまにもご負担いただくことになります。

原子力バックエンド事業について

― ３ ―



8時

22時

夜間

昼間

夏 季〈7/1～9/30〉：20.10円/kWh（21.1050円/kWh）
その他季〈10/1～6/30〉：18.01円/kWh（18.9105円/kWh）

基本料金〈10kVAまで〉
10,000円

（10,500円）

6.85円/kWh
（7.1925円/kWh）

１ 高負荷率型電灯の導入

２ 深夜電力料金体系の見直し

○ 契約種別ごとの変更内容

（注１） 旧料金とは，平成１７年１月１日実施の選択約款に基づく料金単価をいい，平成１８年４月～６月分の燃料費調整単価（０．５７
円/kWh）を含みます。

（注２） 消費税等相当額は含みません。

メニュー内容変更のお知らせ

今回，選択約款として新たに「高負荷率型電灯」を導入しました。

このメニューは，従来の電灯メニューと比較して基本料金は高めに，電力量料金は低めに，

また昼夜間別に設定しました。

電気設備の稼働率が高いほどお得になります。

これまで深夜電力契約では，通電制御型電気温水器（マイコン型）をお持ちのお客さまに

対して料金の割引措置（マイコン割引）を行っていました。

今回，深夜電力契約の料金をマイコン割引後の水準に統一することで，この割引を廃止し，

メニューの簡素化を図りました。

また，これまで，時間帯別電灯には夜間時間が２３時から翌日７時までの８時間型および２２

時から翌日８時までの１０時間型の２種類ありましたが，お客さまにとって，より使い勝手の

よい１０時間型（よかナイト１０）に一本化しました。

※現在８時間型をご契約されているお客さまについては，契約変更のお申出がない限り，８時間型のご契約を継続いたします。

比較的規模が大きく，電気をより効率的

に使用される店舗などのお客さまに，最適

なメニューとなっております。

（注１） 契約電力が１０kVAを超える場合は１０kVAを超える１kVAにつき
１，０００円（１，０５０円）加算されます。

（注２）（ ）内は消費税込単価です。

契約種別 区 分 旧 料 金 新 料 金 変 更 内 容

深夜電力Ｂ

基 本 料 金 ２３０円/kW １９５円/kW マイコン割引を廃止し，マイ
コン割引相当額を料金に織込
みます。

電 力 量 料 金 ６．８７円/kWh ５．６０円/kWh

マ イ コ ン 割 引 １５％ 廃 止

時間帯別電灯
（１０時間型）
/季時別電灯

基本料金
６kVA以下 １，１００円/口 １，１００円/口

マイコン割引を８時間通電機
器割引へ統合します。

７～１０kVA １，５００円/口 １，５００円/口

夜 間 電 力 量 料 金 ７．１７円/kWh ６．８５円/kWh

５時間通電機器割引 ▲２２０円/kVA ▲２２０円/kVA

８時間通電機器割引 ▲６０円/kVA ▲２００円/kVA

マ イ コ ン 割 引 ▲２００円/kVA 廃 止

時間帯区分および料金

― ４ ―



料
金
値
下
げ

18.80

19.57

19.39

19.17

（0.39）

（0.57）

4/1
4～6月分

H18年
1～3月分10～12月分

H17年
7～9月分

（0.17）

19.00

燃料費調整制度による調整
（ ）内は調整単価

・電力量料金（２段）単価

旧約款に記載
されている単価

料金改定がなかった
場合に適用される単価

（単位：円/kWh）

H18年4月1日から
適用される単価は
18.80円/kWhです。

※4月分の電気料金のうち，3月分の検針日以降3/31までの料金には，
4～6月分の燃料費調整単価（0.57円/kWh）が適用されます。

※消費税等相当額は含みません。

１ 燃料費調整制度
火力燃料費の変動を３か月ごとに電気料金に反映させる燃料費調整制度は，調整の基準とな

る値を次のとおり変更いたします。

２ 今回改定における燃料費調整単価について
平成１８年４月に改定を行わなかった場合は，燃料費調整制度により，旧電気供給約款（平成

１７年１月１日実施）記載単価に０．５７円/kWhを加えた金額が料金算定上の単価となりますが，改

定により基準燃料価格を変更することで，平成１８年４月から６月まで適用される燃料費調整額

はありません。

○ 従量電灯Ｂの場合

２８，８００円
（上限値）

２０，２００円

基準となる
平均燃料価格

１８，２００円

３か月（四半期）ごとの平均燃料価格（円/�）（１００円単位）

基準となる平均燃料価格，基準単価

（注） ・基準単価：平均燃料価格が１，０００円/�変動した場合の，
電力量料金単価への影響額

・（ ）内は消費税込みの基準単価

平均燃料価格の前提諸元

・為替レート １１７円/ドル
・原 油 価 格 ５７．３ドル/バーレル

燃料費調整制度について

２８，８００円を超えるとき
２８，８００円を上限として調整します。

２０，２００円～２８，８００円のとき
１９，２００円との差をプラス調整します。

１９，２００円
１８，３００円～２０，１００円のとき
調整を行いません。

１８，２００円以下のとき
１９，２００円との差をマイナス調整します。
下限は設けません。

新 旧

基準となる平均燃料価格 １９，２００円/� １４，７００円/�

基準単価 低 圧
０．１１３ 円/kWh
（０．１１８６５円/kWh)

０．１１４ 円/kWh
（０．１１９７０円/kWh)

― ５ ―



（電 灯） （早収料金）

（注）・金額は１か月分の電気料金（その他季料金で算定。消費税等相当額および口座振替割引額を含む。）です。
・電化deナイトおよびよかナイト１０には８時間通電機器割引（旧料金には通電制御型電気温水器割引）を含みます。
・旧料金とは，平成１７年１月１日実施の電気供給約款に基づき算定した料金をいい，平成１８年４月～６月分の燃料費調整額
（０．５７円/kWh）を含みます。

（電 力） （早収料金）

（注）・金額は使用条件における１kWhあたりの単価（その他季料金で算定。消費税等相当額を除く。口座振替割引額を含む。）で
す。

・旧料金とは，平成１７年１月１日実施の電気供給約款に基づき算定した料金をいい，平成１８年４月～６月分の燃料費調整額
（０．５７円/kWh）を含みます。

モデルによる旧料金との比較

契約種別
使 用 条 件 新 料 金

（円/月）
旧 料 金
（円/月）

値 下 げ 額
（円/月）契 約 月間使用量

従

量

電

灯

Ｂ ３０A ３００kWh ６，２１１ ６，４３３ ▲２２２

Ｃ １０kVA １，０００kWh ２２，９８４ ２３，８１６ ▲８３２

電化deナイト
〔季時別電灯〕

６kVA
（温水器４kVA）

９１０kWh １１，８０３ １２，３２８ ▲５２５

よかナイト１０
〔時間帯別電灯〕

６kVA
（温水器４kVA）

７１０kWh ８，５７７ ８，９５１ ▲３７４

契約種別 使 用 条 件
新 料 金
（円/kWh）

旧 料 金
（円/kWh）

値 下 げ 額
（円/kWh）

低 圧 電 力

契約電力 １０kW

月間使用量 ８００kWh

力率 ９０％

２２．１４ ２２．７６ ▲０．６２

― ６ ―



１ 供給約款
供給約款とは，当社がお客さまに電気をお届けする場合の電気料金やその他の供給条件を定

めたもので，以下はその中の主な契約メニューのご紹介です。

従量電灯

（注）・旧料金とは，平成１７年１月１日実施の電気供給約款に基づく料金単価をいい，平成１８年４月～６月分の燃料費調整単

価（０．５７円/kWh）を含みます。
・電気料金は，消費税抜きの料金単価で計算した金額に，消費税等相当額を加算して算定します。

主要料金単価

区 分 単 位
新 料 金（円） 旧 料 金（円）

消費税抜 消費税込 消費税抜 消費税込

Ａ

最 低 料 金

最初の１２kWhまで
１契約 ２８０．００ ２９４．００００ ２８６．８４ ３０１．１８２０

電 力 量 料 金

１２kWh超過分
１kWh １４．７７ １５．５０８５ １５．３７ １６．１３８５

Ｂ

基

本

料

金

１０アンペア １契約 ２７０．００ ２８３．５０００ ２７０．００ ２８３．５０００

１５アンペア 〃 ４０５．００ ４２５．２５００ ４０５．００ ４２５．２５００

２０アンペア 〃 ５４０．００ ５６７．００００ ５４０．００ ５６７．００００

３０アンペア 〃 ８１０．００ ８５０．５０００ ８１０．００ ８５０．５０００

４０アンペア 〃 １，０８０．００ １，１３４．００００ １，０８０．００ １，１３４．００００

５０アンペア 〃 １，３５０．００ １，４１７．５０００ １，３５０．００ １，４１７．５０００

６０アンペア 〃 １，６２０．００ １，７０１．００００ １，６２０．００ １，７０１．００００

電
力
量
料
金

最初の１２０kWhまで １kWh １４．７７ １５．５０８５ １５．３７ １６．１３８５

１２０kWh超過３００kWhまで 〃 １８．８０ １９．７４００ １９．５７ ２０．５４８５

３００kWh超過分 〃 ２０．１２ ２１．１２６０ ２０．９５ ２１．９９７５

最低月額料金 １契約 ２８０．００ ２９４．００００ ２８０．００ ２９４．００００

Ｃ

基 本 料 金 １kVA ２７０．００ ２８３．５０００ ２７０．００ ２８３．５０００

電
力
量
料
金

最初の１２０kWhまで １kWh １４．７７ １５．５０８５ １５．３７ １６．１３８５

１２０kWh超過３００kWhまで 〃 １８．８０ １９．７４００ １９．５７ ２０．５４８５

３００kWh超過分 〃 ２０．１２ ２１．１２６０ ２０．９５ ２１．９９７５

最低月額料金 １契約 ２８０．００ ２９４．００００ ２８０．００ ２９４．００００

― ７ ―



公衆街路灯

（注）・旧料金とは，平成１７年１月１日実施の電気供給約款に基づく料金単価をいい，平成１８年４月～６月分の燃料費調整単

価を含みます。

・電気料金は，消費税抜きの料金単価で計算した金額に，消費税等相当額を加算して算定します。

低圧電力

（注）・旧料金とは，平成１７年１月１日実施の電気供給約款に基づく料金単価をいい，平成１８年４月～６月分の燃料費調整単

価（０．５７円/kWh）を含みます。
・電気料金は，消費税抜きの料金単価で計算した金額に，消費税等相当額を加算して算定します。

・「夏季」とは７月１日から９月３０日までの期間をいいます。「その他季」とは「夏季」以外の期間をいいます。

区 分 季 別 単 位
新 料 金（円） 旧 料 金（円）

消費税抜 消費税込 消費税抜 消費税込

基 本 料 金 ─── １kW ９２０．００ ９６６．００００ ９２０．００ ９６６．００００

電 力 量 料 金
夏 季 １kWh １２．４１ １３．０３０５ １３．０３ １３．６８１５

その他季 〃 １１．２８ １１．８４４０ １１．９０ １２．４９５０

区 分 単 位
新 料 金（円） 旧 料 金（円）

消費税抜 消費税込 消費税抜 消費税込

Ａ

需 要 家 料 金 １契約 ４５．００ ４７．２５００ ４５．００ ４７．２５００

電

灯

料

金

２０Wまで １ 灯 ９８．００ １０２．９０００ １０２．４３ １０７．５５１５

４０Wまで 〃 １５８．００ １６５．９０００ １６６．８６ １７５．２０３０

６０Wまで 〃 ２１８．００ ２２８．９０００ ２３１．２９ ２４２．８５４５

１００Wまで 〃 ３３８．００ ３５４．９０００ ３６０．１４ ３７８．１４７０

１００W超過１００Wまでごとに 〃 ３３８．００ ３５４．９０００ ３６０．１４ ３７８．１４７０

小
型
機
器
料
金

５０VAまでの機器 １機器 １７４．００ １８２．７０００ １８０．６２ １８９．６５１０

１００VAまでの機器 〃 ２４９．００ ２６１．４５００ ２６２．２３ ２７５．３４１５

１００VA超過５０VAまでごとに 〃 １２５．００ １３１．２５００ １３１．６２ １３８．２０１０

特別措置（旧約款附則３の適用を受けているお客さま） ─── ───

最低料金（最初の１２kWhまで） １契約 ２５０．００ ２６２．５０００ ２５６．８４ ２６９．６８２０

電力量料金（１２kWh超過分） １kWh １３．２９ １３．９５４５ １３．８７ １４．５６３５

Ｂ

基 本 料 金 １kVA ２４５．００ ２５７．２５００ ２４５．００ ２５７．２５００

電 力 量 料 金 １kWh １３．２９ １３．９５４５ １３．８７ １４．５６３５

最低月額料金 １契約 ２５０．００ ２６２．５０００ ２５０．００ ２６２．５０００

― ８ ―



２ 選択約款
選択約款とは，供給約款に代えて，お客さまがお選びいただくことができる契約メニューです。

電化deナイト［季時別電灯］

（注）・旧料金とは，平成１７年１月１日実施の選択約款に基づく料金単価をいい，平成１８年４月～６月分の燃料費調整単価
（０．５７円/kWh）を含みます。

・電気料金は，消費税抜きの料金単価で計算した金額に，消費税等相当額を加算して算定します。
・「夏季」とは７月１日から９月３０日までの期間をいいます。「その他季」とは「夏季」以外の期間をいいます。
・「デイタイム」とは毎日１０時から１７時までの時間をいいます。
・「リビングタイム」とは毎日８時から１０時までの時間および１７時から２２時までの時間をいいます。
・「ナイトタイム」とは「デイタイム」および「リビングタイム」以外の時間をいいます。

よかナイト１０［時間帯別電灯］

（注）・旧料金とは，平成１７年１月１日実施の選択約款に基づく料金単価をいい，平成１８年４月～６月分の燃料費調整単価
（０．５７円/kWh）を含みます。

・電気料金は，消費税抜きの料金単価で計算した金額に，消費税等相当額を加算して算定します。
・「昼間時間」とは毎日８時から２２時までの時間をいいます。「夜間時間」とは「昼間時間」以外の時間をいいます。

区 分 単 位
新 料 金（円） 旧 料 金（円）

消費税抜 消費税込 消費税抜 消費税込

基
本
料
金

契約容量が６kVA以下の場合 １契約 １，１００．００ １，１５５．００００ １，１００．００ １，１５５．００００

契約容量が
６kVAを
こえる場合

１０kVAまで 〃 １，５００．００ １，５７５．００００ １，５００．００ １，５７５．００００

１０kVA超過分 １kVA ２７０．００ ２８３．５０００ ２７０．００ ２８３．５０００

電
力
量
料
金

デイタイム
夏 季 １kWh ３０．４９ ３２．０１４５ ３１．６２ ３３．２０１０

その他季 〃 ２５．４３ ２６．７０１５ ２６．５２ ２７．８４６０

リビングタイム 〃 １９．１８ ２０．１３９０ ２０．０７ ２１．０７３５

ナイトタイム 〃 ６．８５ ７．１９２５ ７．１７ ７．５２８５

８時間通電機器割引 １kVA ▲２００．００ ▲２１０．００００ ▲６０．００ ▲６３．００００

５時間通電機器割引 〃 ▲２２０．００ ▲２３１．００００ ▲２２０．００ ▲２３１．００００

最低月額料金 １契約 ４００．００ ４２０．００００ ４００．００ ４２０．００００

区 分 単 位
新 料 金（円） 旧 料 金（円）

消費税抜 消費税込 消費税抜 消費税込

基
本
料
金

契約容量が６kVA以下の場合 １契約 １，１００．００ １，１５５．００００ １，１００．００ １，１５５．００００

契約容量が
６kVAを
こえる場合

１０kVAまで 〃 １，５００．００ １，５７５．００００ １，５００．００ １，５７５．００００

１０kVA超過分 １kVA ２７０．００ ２８３．５０００ ２７０．００ ２８３．５０００

電
力
量
料
金

昼
間
時
間

最初の８０kWhまで １kWh １９．６４ ２０．６２２０ ２０．４６ ２１．４８３０

８０kWh超過２００kWhまで 〃 ２５．００ ２６．２５００ ２６．１１ ２７．４１５５

２００kWh超過分 〃 ２６．７６ ２８．０９８０ ２７．９７ ２９．３６８５

夜 間 時 間 〃 ６．８５ ７．１９２５ ７．１７ ７．５２８５

８時間通電機器割引 １kVA ▲２００．００ ▲２１０．００００ ▲６０．００ ▲６３．００００

５時間通電機器割引 〃 ▲２２０．００ ▲２３１．００００ ▲２２０．００ ▲２３１．００００

最低月額料金 １契約 ４００．００ ４２０．００００ ４００．００ ４２０．００００

― ９ ―



高負荷率型電灯

（注）・電気料金は，消費税抜きの料金単価で計算した金額に，消費税等相当額を加算して算定します。
・「夏季」とは７月１日から９月３０日までの期間をいいます。「その他季」とは「夏季」以外の期間をいいます。
・「昼間時間」とは毎日８時から２２時までの時間をいいます。「夜間時間」とは「昼間時間」以外の時間をいいます。

深夜電力

（注）・旧料金とは，平成１７年１月１日実施の選択約款に基づく料金単価をいい，平成１８年４月～６月分の燃料費調整単価を含み
ます。

・電気料金は，消費税抜きの料金単価で計算した金額に，消費税等相当額を加算して算定します。

第２深夜電力

（注）・旧料金とは，平成１７年１月１日実施の選択約款に基づく料金単価をいい，平成１８年４月～６月分の燃料費調整単価
（０．５７円/kWh）を含みます。

・電気料金は，消費税抜きの料金単価で計算した金額に，消費税等相当額を加算して算定します。

低圧季時別電力

（注）・旧料金とは，平成１７年１月１日実施の選択約款に基づく料金単価をいい，平成１８年４月～６月分の燃料費調整単価
（０．５７円/kWh）を含みます。

・電気料金は，消費税抜きの料金単価で計算した金額に，消費税等相当額を加算して算定します。
・「夏季」とは７月１日から９月３０日までの期間をいいます。「その他季」とは「夏季」以外の期間をいいます。
・「昼間時間」とは毎日８時から２２時までの時間をいいます。「夜間時間」とは「昼間時間」以外の時間をいいます。

区 分 単 位
新 料 金（円） 旧 料 金（円）

消費税抜 消費税込 消費税抜 消費税込

Ａ １契約 ７１５．００ ７５０．７５００ ８０２．００ ８４２．１０００

Ｂ
基 本 料 金 １kW １９５．００ ２０４．７５００ ２３０．００ ２４１．５０００

電 力 量 料 金 １kWh ５．６０ ５．８８００ ６．８７ ７．２１３５

区 分 単 位
新 料 金（円） 旧 料 金（円）

消費税抜 消費税込 消費税抜 消費税込

基 本 料 金 ─── １kW １，２００．００ １，２６０．００００ １，２００．００ １，２６０．００００

電 力 量 料 金

昼
間
時
間

夏 季 １kWh １２．０８ １２．６８４０ １２．８８ １３．５２４０

その他季 〃 １０．２４ １０．７５２０ １１．００ １１．５５００

夜 間 時 間 〃 ６．８５ ７．１９２５ ７．１７ ７．５２８５

区 分 単 位
新 料 金（円） 旧 料 金（円）

消費税抜 消費税込 消費税抜 消費税込

基 本 料 金
１０kVAまで １契約 １０，０００．００１０，５００．００００

───
１０kVA超過分 １kVA １，０００．００ １，０５０．００００

電 力 量 料 金

昼
間
時
間

夏 季 １kWh ２０．１０ ２１．１０５０

───その他季 〃 １８．０１ １８．９１０５

夜 間 時 間 〃 ６．８５ ７．１９２５

区 分 単 位
新 料 金（円） 旧 料 金（円）

消費税抜 消費税込 消費税抜 消費税込

・５時間供給 ─── ───

基 本 料 金 １kW １８０．００ １８９．００００ １８０．００ １８９．００００

電 力 量 料 金 １kWh ５．２５ ５．５１２５ ５．５７ ５．８４８５

・１０時間供給 ─── ───

基 本 料 金 １kW ２５０．００ ２６２．５０００ ２５０．００ ２６２．５０００

電 力 量 料 金 １kWh ６．８５ ７．１９２５ ７．１７ ７．５２８５

―１０―



口座振替割引

（注）従量電灯，低圧電力，よかナイト１０〔時間帯別電灯〕，電化deナイト〔季時別電灯〕，高負荷率型電灯，低圧季時別電力，深
夜電力Ｂ，第２深夜電力（低圧），時間帯別電灯（８時間型）のお客さまで，料金を毎月継続して口座振替により支払われる
お客さまを対象とさせていただきます。

低圧蓄熱調整契約

該当する契約種別の早収料金から次の蓄熱割引額を差し引きます。

（注１）蓄熱割引額＝蓄熱電力量×｛（夏季料金単価またはその他季料金単価 ）－蓄熱単価｝
（注２）蓄熱割引額＝蓄熱電力量×（夜間料金単価－蓄熱単価）

時間帯別電灯（８時間型）
※ 既契約お客さま限定メニュー

（注）・旧料金とは，平成１７年１月１日実施の選択約款に基づく料金単価をいい，平成１８年４月～６月分の燃料費調整単価
（０．５７円/kWh）を含みます。

・電気料金は，消費税抜きの料金単価で計算した金額に，消費税等相当額を加算して算定します。
・時間帯別電灯（８時間型）の「昼間時間」とは毎日７時から２３時までの時間をいいます。「夜間時間」とは「昼間時間」以
外の時間をいいます。

区 分 単 位
新 料 金（円） 旧 料 金（円）

消費税抜 消費税込 消費税抜 消費税込

・低 圧 電 力 ─── ───

蓄 熱 単 価 （注１） ４．５５ ４．７７７５ ４．５５ ４．７７７５

蓄熱ピーク調整割引（集中放熱型） １kW
１時間 ▲６００．００ ▲６３０．００００ ▲６００．００ ▲６３０．００００

・低圧季時別電力 ─── ───

蓄 熱 単 価 （注２） ４．５５ ４．７７７５ ４．５５ ４．７７７５

蓄熱ピーク調整割引（集中放熱型） １kW
１時間 ▲６００．００ ▲６３０．００００ ▲６００．００ ▲６３０．００００

単 位
割 引 額（円）

消費税抜 消費税込

１ 契 約 に つ き ▲５０．００ ▲５２．５０００

区 分 単 位
新 料 金（円） 旧 料 金（円）

消費税抜 消費税込 消費税抜 消費税込

基
本
料
金

契約容量が６kVA以下の場合 １契約 １，１００．００ １，１５５．００００ １，１００．００ １，１５５．００００

契約容量が
６kVAを
こえる場合

１０kVAまで 〃 １，５００．００ １，５７５．００００ １，５００．００ １，５７５．００００

１０kVA超過分 １kVA ２７０．００ ２８３．５０００ ２７０．００ ２８３．５０００

電
力
量
料
金

昼
間
時
間

最初の９０kWhまで １kWh １８．１０ １９．００５０ １８．９１ １９．８５５５

９０kWh超過２３０kWhまで 〃 ２３．０４ ２４．１９２０ ２４．１２ ２５．３２６０

２３０kWh超過分 〃 ２４．６６ ２５．８９３０ ２５．８３ ２７．１２１５

夜 間 時 間 〃 ６．５５ ６．８７７５ ６．８７ ７．２１３５

５時間通電機器割引 １kVA ▲１７０．００ ▲１７８．５０００ ▲１７０．００ ▲１７８．５０００

通電制御型電気温水器割引（マイコン型） 〃 ▲１４０．００ ▲１４７．００００ ▲１４０．００ ▲１４７．００００

最低月額料金 １契約 ４００．００ ４２０．００００ ４００．００ ４２０．００００
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３ 標準供給条件
標準供給条件とは，当社が自由化対象お客さまに電気をお届けする場合の電気料金やその他

の供給条件を定めたもので，以下はその中の主な契約メニューのご紹介です。

業務用電力Ａ

（注）・旧料金とは，平成１７年４月１日実施の特定規模需要標準供給条件に基づく料金単価をいい，平成１８年４月～６月分の
燃料費調整単価（特別高圧：０．５３円/kWh，高圧：０．５４円/kWh）を含みます。

・電気料金は，消費税抜きの料金単価で計算した金額に，消費税等相当額を加算して算定します。
・「夏季」とは７月１日から９月３０日までの期間をいいます。「その他季」とは「夏季」以外の期間をいいます。

業務用季時別電力A

（注）・旧料金とは，平成１７年４月１日実施の特定規模需要標準供給条件に基づく料金単価をいい，平成１８年４月～６月分の
燃料費調整単価（特別高圧：０．５３円/kWh，高圧：０．５４円/kWh）を含みます。

・電気料金は，消費税抜きの料金単価で計算した金額に，消費税等相当額を加算して算定します。
・「夏季」とは７月１日から９月３０日までの期間をいいます。「その他季」とは「夏季」以外の期間をいいます。
・「ピーク時間」とは夏季の毎日１３時から１６時までの時間をいいます。「昼間時間」とは毎日８時から２２時までの「ピー
ク時間」以外の時間をいいます。「夜間時間」とは「ピーク時間」および「昼間時間」以外の時間をいいます。ただし，
標準供給条件に定める日祝日等は終日「夜間時間」扱いとします。

区 分 季 別 単 位
新 料 金（円） 旧 料 金（円）

消費税抜 消費税込 消費税抜 消費税込

６kV供給

基 本 料 金 ─── １kW １，８６０．００ １，９５３．００００ １，９４０．００ ２，０３７．００００

電力量料金
夏 季 １kWh ９．３２ ９．７８６０ ９．６５ １０．１３２５

その他季 〃 ８．４７ ８．８９３５ ８．８２ ９．２６１０

２０kV供給

基 本 料 金 ─── １kW １，７６０．００ １，８４８．００００ １，８２０．００ １，９１１．００００

電力量料金
夏 季 １kWh ８．３８ ８．７９９０ ８．９７ ９．４１８５

その他季 〃 ７．６２ ８．００１０ ８．２０ ８．６１００

区 分 季 別 単 位
新 料 金（円） 旧 料 金（円）

消費税抜 消費税込 消費税抜 消費税込

６kV供給

基 本 料 金 ─── １kW １，８６０．００ １，９５３．００００ １，９４０．００ ２，０３７．００００

電力量料金

ピーク時間 １kWh １２．９２ １３．５６６０ １３．２９ １３．９５４５

昼
間
時
間

夏 季 〃 １０．６８ １１．２１４０ １１．０８ １１．６３４０

その他季 〃 ９．８０ １０．２９００ １０．２３ １０．７４１５

夜間時間 〃 ５．７５ ６．０３７５ ５．９４ ６．２３７０

２０kV供給

基 本 料 金 ─── １kW １，７６０．００ １，８４８．００００ １，８２０．００ １，９１１．００００

電力量料金

ピーク時間 １kWh １１．４８ １２．０５４０ １２．２７ １２．８８３５

昼
間
時
間

夏 季 〃 ９．４９ ９．９６４５ １０．２３ １０．７４１５

その他季 〃 ８．７３ ９．１６６５ ９．４４ ９．９１２０

夜間時間 〃 ５．３７ ５．６３８５ ５．６８ ５．９６４０
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産業用電力Ａ

（注）・旧料金とは，平成１７年４月１日実施の特定規模需要標準供給条件に基づく料金単価をいい，平成１８年４月～６月分の
燃料費調整単価（特別高圧：０．５３円/kWh，高圧：０．５４円/kWh）を含みます。

・電気料金は，消費税抜きの料金単価で計算した金額に，消費税等相当額を加算して算定します。
・「夏季」とは７月１日から９月３０日までの期間をいいます。「その他季」とは「夏季」以外の期間をいいます。

産業用季時別電力Ａ

（注）・旧料金とは，平成１７年４月１日実施の特定規模需要標準供給条件に基づく料金単価をいい，平成１８年４月～６月分の
燃料費調整単価（特別高圧：０．５３円/kWh，高圧：０．５４円/kWh）を含みます。

・電気料金は，消費税抜きの料金単価で計算した金額に，消費税等相当額を加算して算定します。
・「夏季」とは７月１日から９月３０日までの期間をいいます。「その他季」とは「夏季」以外の期間をいいます。
・「ピーク時間」とは夏季の毎日１３時から１６時までの時間をいいます。「昼間時間」とは毎日８時から２２時までの「ピー
ク時間」以外の時間をいいます。「夜間時間」とは「ピーク時間」および「昼間時間」以外の時間をいいます。ただし，
標準供給条件に定める日祝日等は終日「夜間時間」扱いとします。

区 分 季 別 単 位
新 料 金（円） 旧 料 金（円）

消費税抜 消費税込 消費税抜 消費税込

６kV供給

基 本 料 金 ─── １kW １，８６０．００ １，９５３．００００ １，９４０．００ ２，０３７．００００

電力量料金
夏 季 １kWh ８．８８ ９．３２４０ ９．１９ ９．６４９５

その他季 〃 ８．０７ ８．４７３５ ８．３９ ８．８０９５

６０kV供給

基 本 料 金 ─── １kW １，７００．００ １，７８５．００００ １，７４０．００ １，８２７．００００

電力量料金
夏 季 １kWh ７．９２ ８．３１６０ ８．５１ ８．９３５５

その他季 〃 ７．２０ ７．５６００ ７．７８ ８．１６９０

区 分 季 別 単 位
新 料 金（円） 旧 料 金（円）

消費税抜 消費税込 消費税抜 消費税込

６kV供給

基 本 料 金 ─── １kW １，８６０．００ １，９５３．００００ １，９４０．００ ２，０３７．００００

電力量料金

ピーク時間 １kWh １２．９２ １３．５６６０ １３．２９ １３．９５４５

昼
間
時
間

夏 季 〃 １０．６８ １１．２１４０ １１．０８ １１．６３４０

その他季 〃 ９．８０ １０．２９００ １０．２３ １０．７４１５

夜間時間 〃 ５．７５ ６．０３７５ ５．９４ ６．２３７０

６０kV供給

基 本 料 金 ─── １kW １，７００．００ １，７８５．００００ １，７４０．００ １，８２７．００００

電力量料金

ピーク時間 １kWh １１．３５ １１．９１７５ １２．２２ １２．８３１０

昼
間
時
間

夏 季 〃 ９．３８ ９．８４９０ １０．１８ １０．６８９０

その他季 〃 ８．６３ ９．０６１５ ９．３９ ９．８５９５

夜間時間 〃 ５．３０ ５．５６５０ ５．６３ ５．９１１５
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この印刷物は自然環境保護のために再生紙を使用して
います。また、大豆油インキを使用しております。 ご不明な点がございましたら，最寄りの当社営業所へお問い合わせください。

●電気供給約款（電気のご契約について定めた約款）は，営業所でご覧

いただけます。また，九州電力ホームページでもご覧いただけます。

●九州電力ホームページの「電気料金シミュレーション」により，電気

のご使用状況に応じた値下げ額を確認できます。

九州電力ホームページアドレス http://www.kyuden.co.jp/


